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マイナンバー制度は、

行政を効率化し、国民の利便性を高め、

公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

国⺠の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素
化され、国民の負担が軽減されます。

行政機関が持っている自分の情報を確認
したり、行政機関から様々なサービスの
お知らせを受け取ったりできます。

⾏政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な
情報の照合、転記、入力などに要してい
る時間や労力が大幅に削減されます。

複数の業務の間での連携が進み、作業の
重複などの無駄が削減されます。

公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把
握しやすくなるため、負担を不当に免れ
ることや給付を不正に受けることを防止
するとともに、本当に困っている方にき
め細かな支援を行うことができます。
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情報連携・
マイナポータル

・官民のオンライン手続き
をシームレスに！

・各種ワンストップサービス
の実現

個⼈番号カード
・公的個人認証

（電子証明書）
・ICチップの空き容量
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☆マイナンバー制度の３つの仕組み☆

・マイナンバー（個人番号）
・法人番号

番号 １人に１つの番号
12桁

１法人に１番号のみ

13桁



・番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合
を除き、マイナンバーは⼀⽣変更されません。

・住⺠票を有する全ての⽅に１⼈１つの番号（12桁）が通知されます。
・市区町村から、住⺠票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。
住⺠票の住所と異なるところにお住まいの⽅は、注意してください。
※ 国外に滞在し、住⺠票のない⽅にはマイナンバーは付番されません。

帰国して住⺠票が作成される際にマイナンバーの指定や通知が⾏われます。
※ 外国籍の⽅でも、中⻑期在留者、特別永住者などで住⺠票がある場合には、

マイナンバーが付番されます。

・法⼈には、１法⼈１つの法⼈番号（13桁）が指定され、
どなたでも⾃由に使⽤できます。

平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人に

マイナンバー（個人番号）が、通知されます。
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平成28年１月から、

社会保障、税、災害対策の行政手続で

マイナンバーが必要になります。

※ このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務に
マイナンバーを利用することができます。

税 災害
対策

・年金の資格取得や確認、給付

・雇用保険の資格取得や確認、給付

・ハローワークの事務

・医療保険の給付の請求

・福祉分野の給付、生活保護 など

・税務当局に提出する申告書、届出書、

調書などに記載

・税務当局の内部事務

など

・被災者生活再建支援金の支給

・被災者台帳の作成事務

など

社会保障
年金 労働

福祉医療

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。
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国民の皆さまは行政機関や民間企業等へのマイナンバーの告知が必要となります。

マイナンバーは次のような場面で利用します。
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2345 ･･････

厚生年金の裁定請求の際に年金事務
所にマイナンバーを提示します

年⾦事務所

1234 ･･････

市区町村

毎年６月の児童手当の現況届の際に
市区町村にマイナンバーを提示します

勤務先はマイナンバーの提示を受け、
源泉徴収票等に記載します

勤務先

従業員やその扶養家族の個⼈番
号を源泉徴収票等に記載して税
務署や市区町村に提出します

⾦融機関

3456 ･･････

証券会社や保険会社等はマイナンバーの
提示を受け、法定調書等に記載します

顧客の個⼈番号を法定調書
等に記載して税務署などに
提出します

4567 ･･････

・・・・



マイナンバーを従業員などから取得するときは、
利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。

利用目的はきちんと明示！

・マイナンバーを取得する際は、利⽤⽬的を特定して明⽰
（※）する必要があります。
（例）「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚⽣年⾦保険届出事務」

・源泉徴収や年⾦・医療保険・雇⽤保険など、複数の⽬的で
利⽤する場合は、まとめて⽬的を⽰しても構いません。

本人確認は成りすまし防止のためにも厳格に！

・マイナンバーを取得する際は、他⼈の成りすまし等
を防⽌するため、厳格な本⼈確認を⾏います。

・本⼈確認では、①正しい番号であることの確認（番号確認）
と②⼿続を⾏っている者が番号の正しい持ち主である

ことの確認（⾝元確認）を⾏います。

※ 個人番号を取得するときは、個人情報保護法第18条に基づき、利用目的を本人に通知又は公表する。また、本人
から直接書面に記載された個人番号を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。
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個人番号の確認 身元（実存）の確認

個人番号カード

通知
カード

運転
免許証

※ 上記が困難な場合は、
過去に本人確認の上で
作成したファイルの確認

住民票
（番号付き）

パス
ポート

or or

等 等

等

等

マイナンバー取得の際の本人確認では、
番号確認と身元確認を行います。

※ 上記が困難な場合は、健康保険の
被保険者証と年金手帳などの２以上
の書類の提示

※ 雇用関係にあるなど、人違いでない
ことが明らかと個人番号利用事務実
施者が認めるときは、身元 （実存） 確
認書類は要しない
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○ 個人番号を記載しない
→ コピーできる者に制限はない
（本人同意等によりできる）

○ 個人番号を記載する
→ コピーできる者は、行政機関や

雇用主など、法令に規定された者
に限定される

表面（案） 裏面（案）

様 式

ＩＣチップ内のＡＰ構成

プラットフォーム

住基ＡＰ

ＩＣチップ
空き領域

公的個人
認証ＡＰ

電子

証明書

券面事項確認
ＡＰ

券面事項入力
補助ＡＰ

申請・交付スケジュール

マイナンバーの付番

Ｈ27年10月

マイナンバーの通知とともに、
「個人番号カード交付申請書」を
全国民に郵送。

Ｈ27年10月～12月

各市町村から、交付準備が
できた旨の通知書を送付。
市区町村窓口へ来庁いただき、
本人確認の上、交付。

Ｈ28年1月～

◇氏名、住所等をプレ印刷。写真添付、署名又は
捺印をいただき、返信いただくだけで申請完了。

◇スマートフォンで写真を撮り、オンラインで申請い
ただくことも可能とする。

◇交付手数料について無料。
◇国民の来庁は交付時の１回のみで済むこととする。
◇申請時に来庁する方式や、企業において交付申請

をとりまとめる方式など、多様な交付方法を用意する。

市町村等が用意した独自 を
搭載するために利用する。

アプリ

を格納
する。

電 子
証明書

個人番号カードは様々な用途で利用可能です。

8



各種⺠間オンライン取引/⼝座開設
オンラインバンキングをはじめ、各種⺠間のオンライン取引に利⽤できます

コンビニなどで証明書を取得
住⺠票の写し・印鑑登録証明書などの公的な書類を取得できます

健康保険証としての利⽤
被保険者資格の即時オンライン確認システムを構築し、

健康保険証としての利⽤を検討しています
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例えば、

こんな使い方も想定しています



マイナンバーを記載した書類を提出する際、

義務付けられている本人確認が

個人番号カードなら1枚で完了

個⼈番号カードのICチップには、所得情報や健
康情報などのプライバシー性の⾼い個⼈情報は
⼊っていません。

万⼀、紛失・盗難にあった場合には、24時間
365⽇コールセンターで対応します。

顔写真やパスワードが設定されていますので、
もともと不正利⽤されるリスクは限定的です。

安全・安⼼に利⽤できるの？
本当に便利になるの？
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情報提供記録 機関別符号Ａ

機関別符号B

個人

情報提供ネットワークシステム
（コアシステム）

政府共通NW
ＬＧＷＡＮ等

個人番号カードによる
公的個人認証

特定個人情報
保護委員会

情報提供ネット
ワークシステム
及び
情報照会・提供
機関に対する
監視・監督など

【主な機能】
○要求に応じて機関

ごとに機関別符号
を生成。。。。。

○機関別符号同士の
紐付け。。。。。

○情報提供を許可。

地方公共団体情報システム機構（H26.4.1 設立）

市町村が付番

※機械的な読み取り＋パスワード入力
（個人番号は用いない）

IFシステム 中間サーバー
住基連携用
サーバー

機 関 別 符 号
A

団 体 内 統 合
宛 名 番 号 Ａ

個 人 情 報コアシステム

個 人 番 号
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 Ａ

基本4情報

個 人 情 報

住基全国サーバー

IFシステム
集約ASP

中間ｻｰﾊﾞｰ・
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

既存システム群

機関別符号B
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 B

個 人 情 報

個 人 番 号
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 B

基本4情報

個 人 情 報

○機関別符号生成要求
○個人番号等照会

機関別符号生成要求

既存システム群

自己情報
表示機能

お知らせ情報
表示機能

情報提供等
記録開示機能

ワンストップ
サービス

インターネット

地方公共団体以外の機関（H29.1 情報連携開始予定）

Ｈ26.1.1 設置

H29.1 運用開始予定

地方公共団体（H29.7 情報連携開始予定）

住基ＣＳ
又は都道府県サーバー

情報連携により国民の負担軽減が実現します。
ただし、マイナンバーを使った情報連携は行いません！

マイナポータル
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市町
村

都道
府県

健康
保険
組合

日本
年金
機構

ハロー
ワーク

独立
行政
法人

市町
村

都道
府県

健康
保険
組合

日本
年金
機構

ハロー
ワーク

独立
行政
法人

一元管理 分散管理

• 番号制度が導入されることで、各行政機関等が保有している個人情報を特定の機関に集約し、その集約した
個人情報を各行政機関が閲覧することができる『一元管理』の方法をとるものではない。

• 番号制度が導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等が保有し、他の機関の個人情報が必要と
なった場合には、番号法別表第二で定められるものに限り、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報
の照会・提供を行うことができる『分散管理』の方法をとるものである。

地方税情報

照会

提供

地方税情報

日本年金機構が市町
村に対して地方税情報
の提供を求めた場合の
例

個人情報は、従来ど
おり各機関において、
分散して管理を行う。

個人情報を、特定の機関が
保有する中央のデータベー
ス等に集約し、一元的に管
理を行う。

共通データ
ベース

（情報の集約・管理）

個人情報は一元管理はせず、分散管理します。
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情報提供等記録開示システム

・政府は、法律施行後１年を目途として、

情報提供等記録開示システムを設置する。

（番号法附則第６条第５項）

情報提供等記録開示
システム主要３業務

（イメージ）

情報提供等記録表示業務

自分の特定個人情報をいつ、誰
が、なぜ情報提供したのを確認
する機能（附則第6条第5項）

自己情報表示業務

行政機関などが持っている自分
の特定個人情報について確認す
る機能（附則第6条第6項第1号）

お知らせ情報表示業務

一人ひとりに合った行政機関な
どからのお知らせを表示する機
能（附則第6条第6項第2号）
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特定個人情報保護委員会

※番号法及び関係政令に基づき２０１４（平成２６）年１月１日設置

任務
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）に基づき、個人
番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じること

組織
○委員長１名・委員６名（合計７名）の合議制（平成２７年中は５名、平成２８年１月から７名）

（個人情報保護の有識者・情報処理技術の有識者・社会保障又は税制の有識者・民間企業の実務に関する経験者・地方六団体の推薦者を含む）

・委員長（常勤） 堀部政男（元一橋大学法学部教授）
・委 員（常勤） 阿部孝夫（元川崎市長）

嶋田実名子（元(公財)花王芸術・科学財団常務理事）
・委 員（非常勤）手塚 悟（東京工科大学コンピュータサイエンス学部教授）

加藤久和（明治大学政治経済学部教授）
○委員長・委員は独立して職権を行使 （独立性の高い、いわゆる３条委員会） ○任期５年・国会同意人事

主な所掌事務

監視・監督

○指導・助言
○法令違反に対する勧告・命令
○報告徴収・立入検査
○ガイドラインの作成
○情報提供ネットワークシステ
ムの構築等に関する措置要求

特定個人情報保護
評価に関すること

○特定個人情報保護
評価に関する指針
の作成・公表

○評価書の承認

広 報

特定個人情報
の保護につい
ての広報啓発

苦情処理

苦情の申出に
ついてのあっ
せん

意見具申
内閣総理大臣
に対する意見
具申

行政機関・地方公共団体・独立行政法人等 民間事業者 個人

監視・
監督

指

針
評

価

書

苦
情

広報・
啓発

あ
っ
せ
ん

国際協力

国際会議への
参加その他の
国際連携・協
力

国会報告

年次報告
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行為 マイナンバー法の法定刑

同種法律における類似既定の罰則

行政機関個人情報保
護法・

独立行政法人等個人
情報保護法

個人情報保護法 住民基本台帳法

特
定
の
公
務
員
が
対
象

情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、
情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に
関して知り得た秘密を洩らし、または盗用

3年以下の懲役or150万以下の罰金
（併科されることあり）

－ －
2年以下の懲役

or
100万以下の罰金

特定個人情報保護委員会の委員長、委員、事務局職
員が、職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用

2年以下の懲役or100万以下の罰金 － －
1年以下の懲役

or
30万以下の罰金

国、地方公共団体、地方公共団体情報システム機構
などの役職員が、職権を濫用して特定個人情報が記
録された文書等を収集

2年以下の懲役or100万以下の罰金
1年以下の懲役

or
50万以下の罰金

－ －

番
号
の
取
扱
者
が
対
象

個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事す
る者や従事していた者が、正当な理由なく、業務で取
り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイ
ルを提供

4年以下の懲役or200万以下の罰金
（併科されることあり）

2年以下の懲役
or

100万以下の罰金
－ －

個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事す
る者や従事していた者が、業務に関して知り得たマイ
ナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で
提供し、または盗用

3年以下の懲役or150万以下の罰金
（併科されることあり）

1年以下の懲役
or

50万以下の罰金
－

2年以下の懲役
or

100万以下の罰金

誰
で
も
対
象

人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物
の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得

3年以下の懲役or150万以下の罰金 － － －

委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反 2年以下の懲役or50万以下の罰金 －
6月以下の懲役

or
30万以下の罰金

1年以下の懲役
or

50万以下の罰金

委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資
料提出をする、検査拒否等

1年以下の懲役or50万以下の罰金 － 30万以下の罰金 30万以下の罰金

偽りその他不正の手段により個人番号カードを取得 6月以下の懲役or50万以下の罰金 － 30万以下の罰金

罰則の強化
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• 個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に
漏えいするのではないかといった懸念。

• 個人番号の不正利用等（例：他人の個人番号を用いた成りすまし）により財産その他の被害を負
うのではないかといった懸念。

• 国家により個人の様々な個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのでは
ないかといった懸念

番号制度に対する国民の懸念

① マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められるときは、マイナンバーの変
更が可能（番号法第７条）

② 厳格な本人確認の措置を義務付け（番号法第16条）
③ 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報（マイナンバーをその内容に含む個人情報）の収

集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止（番号法第20条、第28条）
④ 特定個人情報保護評価の実施（番号法第27条）
⑤ 特定個人情報保護委員会による監視・監督（番号法第50条～第52条）
⑥ 罰則の強化（番号法第67条～第77条）

⑦ マイナポータルによる情報提供等記録の確認（番号法附則第6条第5項）

① 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
② 個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
③ アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
④ 通信の暗号化を実施

制度面における保護措置

システム面における保護措置

個人情報に対する国民の懸念に対応します。
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マイナンバー制度導入のロードマップ（案）

2017年１月より、
国の機関間の

連携から開始し、
2017年７月を目途に、
地方公共団体等との
連携についても開始

総合運用テスト

システム
要件定義・調達

2016年
(H28年)

2013年
(H25年)

2014年
(H26年)

2015年
(H27年)

制度構築

設計

広 報

システム
構築

順次、個人番号の利用開始
【2016年１月から利用する手続のイメージ】
○社会保障分野
・年金に関する相談・照会

○税分野
・申告書、法定調書等への記載

○災害対策分野
・被災者台帳の作成

開発・単体テスト

2017年
(H29年)

工程管理支援業務

番号制度に関する周知・広報

個人番号カードの交付

個人情報
保護

政省令等の整備

別表第一、別表第二の
事務、情報を定める
主務省令の制定

平

成

二

十

五

年

五

月

三

十

一

日

番

号

関

連

四

法

公

布

法
人
番
号
の

通
知
・公
表

申告書・法定調書等への法人番号の記載

(10月)

調査研究

個
人
番
号
の
通
知

平

成

二

十

五

年

五

月

二

十

四

日

番

号

関

連

四

法

成

立
情報提供ネットワークシステム、

マイナポータルの運用開始

委員
国会同意

委員
国会同意

特定個人情報保護評価書の受付・承認等

委員会規則の制定

委員
国会同意

特定個人情報の取扱いに関する監視・監督

情報提供ネットワークシステム等の監査

特

定

個

人

情

報

保

護

委

員

会

設

置

（
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
）

特定個人情報の取扱い
ガイドラインの策定
（事業者編、行政機関等・

地方公共団体等編）

特定個人情報保護評価
指針の作成
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